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目　
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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

一

〇
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
平
成
二
十
八
年
度
宮
城
県
准
看
護
師
試
験
の
実
施 

（
医
療
整
備
課
）　
　

三

〇
地
域
森
林
計
画
変
更
案
の
関
係
書
類
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
林
業
振
興
課
）　
　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
一
級
河
川
北
上
川
水
系
両
磐
圏
域
河
川
整
備
計
画
の
公
表 

（
河　

川　

課
）　
　

五

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

公　
　
　

告

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

六

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
六
二
号
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
日
付
け
）
中 
　
　

六

規　
　
　

則

　

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
十
三
号

　
　
　

 

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
十
四
号

　
　
　

 

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
書
類
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
写
し
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（総務部私学文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
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（毎週火，金曜日発行）
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様
式
第
２
号
（
そ
の
１
）（
第
10条
関
係
）

※
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

※
区
分
普
通
（
推
薦
・
一
般
），
短
期

※
受
験
番
号

入
　
学
　
願
　
書
　
Ａ

記
入
日

 
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
立

高
等
技
術
専
門
校
長
　
殿

　
　
貴
校
に
入
学
し
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
出
願
し
ま
す
。

第
１
希
望
科
名
 

科
第
２
希
望
の
有
無

（
普
通
課
程
一
般
選
考
の
み
記
入
）

有
　
・
　
無

　
※
第
２
希
望
が
あ
る
方
は
，
入
学
願
書
Ｂ
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

性
　
別

男
・
女

 
本
人
の
自
署

生
年
月
日
 

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
生
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
）
歳

ふ
り
が
な

現
　
住
　
所
〒
　
　
　
－

 
電
話
（
　
　
　
）
　
　
　
－
　
　
　

合
否
の
連
絡
先

（
現
住
所
と
異

な
る
場
合
）

〒
　
　
　
－

 
電
話
（
　
　
　
）
　
　
　
－
　
　
　

最
終
学
歴

学
　
校
　
名

学
　
科
　
名

卒
業
等
年
月
日

 
年
　
　
月
　
　
日

卒
業
中
退

卒
業
見
込

職
歴
の
有
無
（
推
薦
の
場
合
は
，
記
入
不
要
）

有
・
無

未
成
年
の
場
合
の
保
護
者
記
入
欄

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

本
人
と

の
関
係

 
保
護
者
の
自
署

ふ
り
が
な

住
　

所
〒
　
　
　
－

宮
城
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

普
通
課
程
の
入
学
志
願
者
の
み
入
学
者
選
抜
手
数
料
2,200円

の
宮
城
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　

※
公
共
職
業
安
定
所
記
入
欄

取
扱
い
公
共
職
業
安
定
所
名

受付印
斡

旋
区

分
受
講
指
示
・
受
講
推
薦
・
支
援
指
示

（
N
o.　
　
　
　
）

　
（
注
）
入
学
願
書
は
，
返
却
し
ま
せ
ん
。

写
真
貼
付
け
欄

正
面
上
半
身

撮
影
３
か
月
以
内

縦
４
㎝
×
横
３
㎝

（
写
真
の
裏
面
に

　
　
　
氏
名
を
記
入
）

⎫｜⎭

⎧｜⎩

様
式
第
２
号
（
そ
の
２
）（
第
10条
関
係
）

※
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

※
区
分

普
通
課
程
　
一
般

※
受
験
番
号

入
　
学
　
願
　
書
　
Ｂ

（
第
２
希
望
出
願
用
）

記
入
日

 
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
立
（
第
２
希
望
の
校
）
高
等
技
術
専
門
校
長
　
殿

　
　
貴
校
に
入
学
し
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
出
願
し
ま
す
。

第
２
希
望
科
名
 

科

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

性
　
別

男
・
女

 
本
人
の
自
署

生
年
月
日
 

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
生
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
）
歳

未
成
年
の
場
合
の
保
護
者
記
入
欄

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

本
人
と

の
関
係

 
保
護
者
の
自
署

　
（
備
考
）

　
　
１
　
こ
の
願
書
は
，
入
学
願
書
Ａ
と
併
せ
て
，
第
１
希
望
科
の
高
等
技
術
専
門
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
２
　
第
１
希
望
科
と
第
２
希
望
科
が
同
じ
高
等
技
術
専
門
校
で
あ
る
場
合
は
，
写
真
の
貼
付
け
は
不
要
で
す
。

※
公
共
職
業
安
定
所
記
入
欄

取
扱
い
公
共
職
業
安
定
所
名

受付印
斡

旋
区

分
受
講
指
示
・
受
講
推
薦
・
支
援
指
示

（
N
o.　
　
　
　
）

　
（
注
）
入
学
願
書
は
，
返
却
し
ま
せ
ん
。

写
真
貼
付
け
欄

正
面
上
半
身

撮
影
３
か
月
以
内

縦
４
㎝
×
横
３
㎝

（
写
真
の
裏
面
に

　
　
　
氏
名
を
記
入
）

第
１
希
望
と
同
じ

校
の
場
合
は
不
要
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様
式
第
三
号
中
「

色
神

正　
・　
弱　
・　
盲

」
を

「

色
覚

正
常
・
異
常

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」
に
、

「

間
接
胸
部

Ｘ
線

所
見
‥
無
・
有

（具
体
的
な
内
容
を
記
載
す
る
こ
と

。）

」
を

「

胸
部
Ｘ
線

所
見
‥
無
・
有

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」
に
、

「

内
部
疾
患

伝
染
病

無
・
有

（

　
　
　
　
　
　
　
　

）

主
な

既
往
症

無
・
有

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」
を

「

主
な

既
往
症

無
・
有

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」
に
、

「

そ
の
他
特
記
事
項

」
を
「

就
業
上
の
注
意
事
項

」
に
、

「

就
業
上
の
注
意
事
項

そ
の
他
所
見

」
を
「

そ
の
他
所
見

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

備
考

　
１　

聴
力
又
は
色
覚
に
異
常
が
あ
っ
た
場
合
は
，
そ
の
具
体
的
内
容
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
２　

胸
部
Ｘ
線
の
所
見
が
有
の
場
合
は
，
そ
の
具
体
的
内
容
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
３　

主
な
既
往
症
が
有
の
場
合
は
，
そ
の
疾
病
名
及
び
り
患
時
の
年
齢
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
職
業
能
力
開
発
校
へ
の
入
学
を
希
望
す
る
者
が
、
当
該
職
業
能
力
開
発
校
の
一
の

訓
練
科
の
み
へ
の
入
学
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第

二
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
宮

城
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

試
験
期
日

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
九
日
（
木
）

　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

仙
台
市
若
林
区
卸
町
二
丁
目
十
五
番
地
の
二　

仙
台
卸
商
セ
ン
タ
ー
産
業
見
本
市
会
館
「
サ
ン
フ
ェ
ス
タ
」

三　

受
験
願
書
受
付
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
（
木
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

四　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
保
健
福
祉
部
医
療
整
備
課
看
護
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
六
一
五
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

 　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
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所
三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

 　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
を
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

地
方
振
興
事
務
所

三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

仙
台
松
島
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
二
ツ
石
四
四
番
二
地
先
か

ら同
郡
同
町
春
日
字
柳
沢
三
一
番
一
地
先
ま
で

前

六
一
・
〇
〜

 

二
三
〇
・
〇

 

三
〇
七
・
〇

後

七
〇
・
〇
〜

 

二
三
〇
・
〇

 

三
〇
七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

仙
台
松
島
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
八
幡
崎
前
三
二
番
二
地
先

か
ら

同
郡
同
町
利
府
字
新
大
谷
地
三
〇
番
三
地
先
ま
で

前

二
一
・
四
〜

 

三
三
・
七

 

五
八
四
・
三

後

二
一
・
四
〜

 

四
四
・
九

 

五
八
四
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

仙
台
松
島
線

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
八
幡
崎
前
三
二
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
利
府
字
新
大
谷
地
三
〇
番
三
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

十
月
二
十
八
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
級
河
川
北
上
川
水

系
両
磐
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

大
友　

小
四

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

梅
津　

和
多

二
級
建
築
士

第
二
千
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

十
日

利

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

岡
崎　

栄
藏

二
級
建
築
士

第
二
千
二
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

佐
久
間　

寿

良

二
級
建
築
士

第
二
千
二
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

菊
地　

健
治

二
級
建
築
士

第
二
千
二
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

井
上　

要
造

二
級
建
築
士

第
二
千
二
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

堀
口　

倉
治

二
級
建
築
士

第
二
千
三
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

赤
井　

栄
太

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
四
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

管
野　

林
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
五
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

阿
部　

正
助

二
級
建
築
士

第
二
千
六
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

松
本　

久
一

二
級
建
築
士

第
二
千
七
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

澁
谷　

洋
太

二
級
建
築
士

第
二
千
七
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

十
日

郎

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

佐
藤　

豐
治

二
級
建
築
士

第
二
千
八
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

加
藤　

利
三

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
九
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

伊
深　

長
七

二
級
建
築
士

第
二
千
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

庄
子　

熊
次

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
百
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

八
島　

武
次

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
百
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

今
藤　

福
治

二
級
建
築
士

第
二
千
百
二
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

山
岸　

忠
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
百
二
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

大
柳　

正

二
級
建
築
士

第
二
千
百
三
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

鈴
木　

留
五

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
百
四
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

小
川　

勘
治

二
級
建
築
士

第
二
千
百
五
十
四

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

十
日

郎

号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

及
川　

武
一

二
級
建
築
士

第
二
千
百
六
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

糟
谷　

清
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
百
六
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

白
出　

慱

二
級
建
築
士

第
二
千
百
六
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

浮
津　

力

二
級
建
築
士

第
二
千
百
七
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

笠
原　

源
三

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
百
七
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

阿
部　

常
七

二
級
建
築
士

第
二
千
百
八
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

會
沢　

春
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
百
九
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

内
山　

由
松

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

佐
々
木　

東

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

千
葉　

民
作

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
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十
日

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

小
川　

清
七

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

及
川　

政
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

峯
井　

亀
一

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

高
橋　

林
之

助

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

吉
田　

豊
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

佐
藤　

友
助

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

渡
辺　

慶
助

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
三
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

千
葉　

盛
治

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
五
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

葛
岡　

照
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

板
垣　

学

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
十

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

十
日

三
号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

岩
渕　

春
三

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

佐
々
木　

多

利
衛

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

寺
山　

丹
治

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
九
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
日

清
野　

徳
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
九
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
県
営
多
田
川
左
岸
地
区
土
地
改
良
事
業
農
地
整
備
事
業
計
画
の
変
更
に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
多
田
川
左
岸
地
区
土
地
改
良
事
業
農
地
整
備
事
業
変
更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

　
　

大
崎
市
役
所
及
び
加
美
町
役
場

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
九－

六
一
一
七　

宮
城
県
大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
の
一

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｎ
ｈ－

ｎ
ｎ
ｂ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
大
崎
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
六
二
号
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段下

行
前
か
ら

九　
　

正

〇
四
一
〇
二
〇
〇
五
三
九

　
　
　
　
　
　
　

誤

〇
四
二
〇
二
〇
〇
六
二
八



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.198430
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


